
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
広
島
藩
の
地
方
支
配
の
機
構
は
、
郡
奉
行
 
－
 
郡
廻
り
 
一
 
代
官
十
－
大
庄
屋
 
－
 
庄
屋
 
－
 
組
頭
1
 
 

長
百
姓
 
－
農
民
と
い
う
系
列
に
な
っ
て
い
た
。
郡
奉
行
・
郡
廻
り
・
代
官
に
は
藩
士
（
武
士
）
が
任
命
さ
れ
、
大
庄
産
以
下
は
農
民
 
 

か
ら
任
命
さ
れ
た
。
 
 
 

郡
奉
行
は
民
政
担
当
の
最
高
稟
任
者
で
定
員
は
一
名
、
城
中
の
郡
役
所
に
あ
っ
て
郡
廻
り
や
代
官
の
行
政
事
務
を
統
轄
し
た
。
ま
 
 

た
、
郡
方
吟
味
役
所
で
郡
方
犯
罪
人
の
裁
判
に
も
あ
た
っ
た
。
郡
廻
り
は
、
二
⊥
二
郡
程
度
を
担
当
し
、
管
内
を
巡
察
し
て
代
官
以
 
 

下
の
政
務
を
監
察
し
、
毎
年
の
年
賃
率
決
定
や
民
情
の
把
採
に
あ
た
っ
た
。
ま
た
、
山
奉
行
を
派
任
す
る
こ
と
が
多
く
、
文
化
六
年
 
 

あ
ら
た
め
や
く
 
（
一
八
〇
九
）
か
ら
は
宗
旨
改
役
を
兼
任
し
た
。
免
す
な
わ
ち
年
貢
率
決
定
に
関
与
し
て
い
た
の
で
、
民
間
で
は
御
免
奉
行
と
も
よ
 
 

ば
れ
て
い
た
。
 
 
 

代
官
は
各
郡
ご
と
の
農
民
支
配
に
直
接
か
か
わ
っ
た
役
職
で
、
知
行
高
二
〇
〇
右
前
後
の
滞
士
が
一
郡
賢
一
名
ず
つ
任
命
さ
れ
 
 

た
。
そ
の
職
務
は
郡
奉
行
と
勘
定
奉
行
の
指
揮
下
に
お
か
れ
、
両
奉
行
の
職
務
を
代
行
し
た
。
そ
の
主
な
も
の
は
、
5
 
年
貢
・
諸
 
 

第
二
節
 
地
方
支
配
と
農
民
の
負
担
 
 

農
民
支
配
の
機
構
 
 

第
二
節
 
地
方
支
配
と
農
民
の
負
担
 
 

一
地
方
支
配
 
 
 

む
ら
だ
か
 
 

じ
が
た
 
 

広
島
藩
ほ
、
一
般
農
山
漁
村
を
地
方
と
総
称
し
て
支
配
し
た
。
農
村
は
検
地
に
よ
り
村
高
を
決
定
さ
れ
、
異
 
 

相
収
取
の
単
位
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
地
方
支
配
は
、
藩
政
上
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を
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表4－2－1熊野七郷関係の所務役人・東庄屋  

第
四
費
 
近
 
 

ち  役
の
賦
課
と
収
納
、
川
 
郡
の
責
任
で
施
工
す
る
諾
否
詣
、
囲
 
大
庄
屋
以
下
村
役
人
の
監
督
・
指
 
 

揮
な
ど
で
あ
っ
た
。
通
常
は
城
下
の
役
宅
で
執
務
し
た
が
、
こ
と
に
応
じ
て
出
郡
し
、
管
轄
す
る
郡
 
 

の
郡
元
に
お
か
れ
た
代
官
屋
敷
（
代
官
役
所
）
で
事
務
を
処
現
し
た
。
熊
野
七
郷
の
村
々
が
所
属
す
る
 
 

安
芸
郡
の
代
官
匡
敷
は
、
郡
元
と
さ
れ
た
海
田
市
に
お
か
れ
て
い
た
。
享
保
期
以
後
の
代
官
に
は
歩
 
 
 

行
・
足
軽
の
者
が
五
～
六
名
つ
け
ら
れ
、
代
官
屋
敷
に
常
駐
し
て
「
勘
定
阻
」
と
「
番
組
」
に
分
か
 
 

れ
て
行
政
事
務
を
処
理
し
た
。
ま
た
、
歩
行
組
の
者
を
「
村
廻
り
」
と
し
て
代
官
に
つ
け
、
郡
中
の
 
 

状
況
・
相
投
人
の
善
悪
・
百
姓
の
働
き
ぷ
り
な
ど
を
報
告
さ
せ
て
い
る
。
 
 
 

郡
内
の
有
力
姓
氏
か
ら
任
命
さ
れ
た
大
庄
屋
は
、
い
く
つ
か
の
村
組
に
分
け
ら
れ
た
郡
内
の
村
々
 
 

を
担
当
し
た
。
大
庄
屋
は
、
の
ち
に
大
別
庄
屋
と
改
称
さ
れ
、
正
琴
一
年
（
一
七
一
二
）
の
郡
制
改
革
 
 

で
あ
る
「
郡
方
新
格
」
で
、
大
割
庄
屋
の
な
か
か
ら
四
〇
人
の
所
務
役
人
が
取
り
立
て
ら
れ
た
。
こ
 
 

の
と
き
、
所
務
役
人
の
下
に
八
一
人
の
頭
庄
屋
が
置
か
れ
た
が
、
安
芸
郡
の
熊
野
七
郷
関
係
の
所
務
 
 

役
人
・
頚
庄
屋
は
表
4
－
2
－
1
の
と
お
り
で
、
熊
野
・
苗
代
・
押
込
・
川
角
の
四
か
村
の
頭
庄
屋
 
 

に
は
、
熊
野
村
の
徳
右
衛
門
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
郡
方
新
格
は
享
保
三
年
の
百
姓
一
揆
で
挫
 
 

折
し
、
藩
ほ
所
務
役
人
・
頭
庄
屋
を
廃
止
し
て
古
格
に
戻
し
た
が
、
こ
の
と
き
に
割
庄
屋
制
が
と
ら
 
 

れ
た
。
各
郡
の
さ
き
の
大
庄
屋
に
代
る
割
庄
屋
に
は
、
郡
内
の
有
力
農
民
二
⊥
二
名
が
任
命
さ
れ
、
 
 

組
内
の
村
々
を
統
轄
し
た
。
ま
た
薄
か
ら
の
法
度
・
通
達
を
村
々
へ
廻
達
し
、
郡
内
に
か
か
わ
る
業
 
 

務
を
分
担
し
、
各
村
の
庄
屋
を
交
代
で
手
伝
わ
し
て
い
る
。
業
務
の
主
な
も
の
は
、
5
 
年
貢
関
係
 
 

の
免
割
・
夏
秋
勘
定
・
郡
割
に
関
す
る
も
の
、
用
 
宗
門
改
め
、
㈹
 
郡
内
の
潅
漑
用
水
の
管
理
、
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表4－2【2 熊野村村役人一覧  

享保12（1722）  新左街門   作右衛門 丙三郎 新四郎   
延享3（1746）  新左衛門 孫右衝門  作十郎 忠兵術 利右衛門 幸八 率右衛門   

宝暦6（1756）  利右衛門 作十郎  彦四郎 兵三郎 孫三郎   

天明4（1784）  千右衛門 助右衛門  千兵衛 小右衝門 甚吉 忠次郎   

寛政9（1797）  藤兵衛 千右衛門  忠左衛門 彦十郎 五右衛門   

文政3（1820）  千兵術 彦太郎   利兵衛 半八 作太郎   
〝10（1827）  千兵衛 彦太郎   利兵衛 半八 作太郎   

天保3（1832）  千兵衛 市郎左衝門  幸次郎   

〝10（1839）  祖平次 市郎左循門  健太郎 順之助 勘三郎   

弘化5（1848）  市郎左衛門 謙次郎  貞右衛門 健太郎 順之助   

安政元（1854）  健太郎 市郎左衛門  長兵衛 彦三郎   

第
二
節
 
地
方
支
配
と
農
民
の
負
担
 
 
 

『輩の町熊野誌』所載のものを修正加筆した  

国
 
都
内
村
々
で
発
生
し
た
紛
争
な
ど
の
内
済
・
調
停
な
ど
で
、
農
民
 
 

に
関
す
る
さ
ま
ぎ
ま
な
事
柄
に
関
与
し
て
い
た
。
 
 

領
主
支
配
の
末
端
機
構
の
責
任
者
と
し
て
、
村
の
管
理
・
運
営
に
あ
た
 
 

る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
村
役
人
と
ほ
、
庄
屋
・
組
頭
を
さ
し
、
 
 

お
さ
び
や
く
 
こ
の
ほ
か
に
村
民
の
代
表
と
し
て
村
内
の
集
落
を
単
位
と
し
た
長
百
 
 

し
よ
う
 
 

姓
が
お
か
れ
た
。
庄
屋
は
一
人
が
原
則
で
あ
る
が
、
村
高
の
大
小
や
 
 

そ
の
他
の
理
由
に
よ
っ
て
二
～
≡
人
任
命
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
熊
 
 

野
七
郷
の
う
ち
熊
野
村
は
庄
屋
二
人
制
が
と
ら
れ
、
他
の
村
は
一
人
で
 
 

あ
っ
た
（
表
4
－
2
－
2
・
3
参
照
）
。
組
頭
は
村
民
を
い
く
つ
か
の
組
に
 
 

分
け
、
組
ご
と
に
一
人
お
か
れ
た
の
で
、
数
人
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
 
 

こ
め
ば
か
り
土
す
と
り
 
 

し
り
 
 

こ
ば
 
 

た
。
こ
の
ほ
か
に
筆
取
・
小
走
・
山
守
・
米
計
（
升
取
）
な
ど
の
村
役
 
 

が
お
り
、
ま
た
村
入
用
の
監
査
の
た
め
長
百
姓
の
中
か
ら
年
行
事
が
選
 
 

ば
れ
た
。
こ
の
ほ
か
に
郡
中
・
村
内
の
諸
役
と
し
て
、
山
目
付
・
紙
椅
 
 

支
配
役
・
社
倉
支
配
役
・
社
倉
十
人
組
頭
取
・
郷
蔵
番
な
ど
が
お
か
れ
 
 

た
。
 
 
 

庄
屋
は
そ
の
職
掌
が
村
政
全
般
に
わ
た
る
た
め
、
落
と
し
て
は
村
内
 
 

村
役
人
 
 
江
戸
時
代
の
村
ほ
貢
税
収
取
と
治
安
維
持
の
た
め
の
基
本
 
 

的
単
位
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
、
村
役
人
は
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で
伝
統
的
・
政
治
的
・
経
済
的
に
優
位
に
あ
る
者
を
任
命
L
た
。
庄
屋
の
任
免
は
、
初
め
の
こ
ろ
は
代
官
が
直
接
行
な
っ
て
い
た
よ
 
 

う
で
あ
る
が
、
享
保
期
以
降
に
な
る
と
割
庄
屋
の
推
挙
に
よ
っ
て
藩
が
決
定
し
、
郡
廻
り
・
代
官
の
名
に
お
い
て
布
達
さ
れ
る
慣
行
 
 

と
な
っ
た
。
さ
ら
に
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
以
降
は
、
人
柄
・
身
代
（
財
産
）
な
ど
の
条
件
に
加
え
て
村
方
全
体
の
あ
た
り
合
（
評
 
 

蓑4－2－3 川角村村役人一覧  

記載年代  
弟
四
草
 
近
 
 
 

四郎右御門  
孫右衛門  
伝三郎  
四郎右衛門  
伝兵術  
舌兵術  
源兵術  
大兵衝  
四郎右衝門  
弓爾七郎  
四郎右衛門  
四郎右衛門  
四郎右衛門  
四郎右衛門 （岡見習）信四郎  

（組粟）次郎右衛門 （長百姓）郊右術門  

（当分庄屋）渾原繁太郎  

（諸談引受）槌山容平 （長百姓）須原弼右衝門  

織田四郎右術門  
（長百姓）須原弼右衝門 藤田伊右衝門  

天正6（1578）  

慶長4（1599）  

冤永10（1633）  

慶安3（1650）  

万治2（1659）  

元禄13（1700）  

享保2（1717）  

元文2（1737）  

宝暦7（1757）  

安永3（1774）  

天明4（1784）  

寛政10（1798）  

天保2（1831）  

慶応2（1866）  

明治3（1870）  

〝 4（1871）  

『筆の町熊野誌』所載のものを修正加筆した  

平谷村村役人一覧  

『筆の町熊野誌』による  
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判
）
 
の
よ
い
こ
と
を
基
準
に
、
割
庄
屋
の
権
限
に
お
い
て
支
配
下
の
村
々
の
村
役
人
の
人
選
を
ま
か
せ
、
薄
の
名
に
お
い
て
任
命
す
 
 

る
よ
う
に
な
っ
た
節
用
史
㌢
 
 
 

庄
屍
の
職
務
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
 
 
 

S
 
滞
の
法
令
や
通
達
を
受
け
、
次
の
村
へ
廻
達
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
を
村
民
に
伝
え
遵
守
さ
せ
る
こ
と
。
そ
の
た
め
に
 
 
 

庄
屋
は
法
令
・
通
達
を
書
き
写
し
、
先
例
と
し
て
保
存
し
て
村
の
運
営
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
た
。
 
 
 

川
 
年
貢
納
入
、
諸
役
賦
課
の
責
任
者
と
し
て
、
田
植
に
始
ま
る
農
作
業
の
報
告
、
風
水
害
や
虫
害
な
ど
の
報
告
な
ど
が
義
務
づ
 
 

け
ら
れ
、
さ
ら
に
年
貢
・
諸
役
納
入
の
事
務
手
続
か
ら
納
入
米
や
俵
ご
し
ら
え
の
検
査
ま
で
、
多
岐
に
わ
た
る
仕
事
が
あ
っ
 
 

た
。
 
 
 

囲
 
藩
役
人
が
廻
村
す
る
際
の
応
接
・
接
待
や
、
諸
役
人
・
役
所
へ
の
陳
情
・
諸
報
告
の
提
出
。
 
 
 

国
 
宗
門
改
帳
の
調
整
。
村
民
の
生
活
に
直
接
か
か
わ
る
土
地
や
家
臣
の
売
買
・
質
入
証
文
へ
の
裏
書
、
往
来
手
形
の
発
行
な
 
 

ど
。
ま
た
、
土
地
の
境
界
や
潅
漑
用
水
や
野
山
の
利
用
を
め
ぐ
る
紛
争
や
、
村
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
も
め
ご
と
の
仲
裁
・
調
停
も
 
 

大
き
な
職
務
で
あ
っ
た
。
 
 
 

帥
 
組
村
内
の
行
事
へ
の
出
役
・
手
伝
の
事
務
に
従
事
し
た
り
、
証
人
と
し
て
立
会
っ
た
り
、
署
名
を
行
な
う
こ
と
。
 
 
 

囲
 
そ
の
他
突
発
的
・
臨
時
的
な
事
件
な
ど
の
処
理
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
庄
屋
の
職
掌
が
村
政
全
般
に
関
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
に
伴
な
う
財
政
的
負
担
に
堪
え
う
る
経
済
力
を
 
 

持
つ
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
も
し
年
貢
を
未
進
す
る
者
が
い
る
と
、
庄
屋
が
肩
代
り
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
村
方
諸
入
用
 
 

な
ど
は
年
末
に
決
算
す
る
習
慣
が
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
支
出
は
庄
屋
の
立
て
替
え
に
よ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
庄
屋
に
は
中
世
の
 
 

土
豪
的
性
格
を
も
つ
由
緒
あ
る
家
格
の
農
民
が
任
命
さ
れ
た
が
、
経
済
力
を
失
な
っ
た
と
き
は
、
新
し
く
経
済
力
を
た
く
わ
え
た
者
 
 

第
二
節
 
地
方
支
配
と
農
民
の
負
担
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蓑4【2－4 広島藩の村役人袷規定〔宝永元年（1704）〕  

役 人 給   村  高   給  米   

庄 屋 給   100石   2 石  

200〝   2．5〝  

300〝   3 〝  

400〝   3．5〝  

500〝   4 ′ケ  

600〝   4，5〝  

700〝   5 〝  

800〝   5．5〝  

900ノケ   6 〝  

1，000〝   6．5〝  

1，000〝以」二  100石に付3斗宛増、但半高10石に付3升増   

組 頭 給  1人に付1．5石   

撃 取 給   100′） 400石  2：石  

500～  900ノγ  2．5〝  

1，000～1，900〝  3 〝  

2，000～3，000ノケ  3．5〝   

小 走 給  1人に付1石   

山 守 給  0．3一－0．5石   

米 計 給  0．3石   

樋 守 給  0．3～0．5石   

第
四
草
 
近
 
 
 
世
 
 

『広島県史』近世1による  

と
交
代
し
て
い
っ
た
。
江
戸
時
代
 
 

末
期
に
な
る
と
、
藩
財
政
が
行
き
 
 

詰
り
、
藩
に
多
額
の
御
用
金
－
寸
 
 

志
米
を
差
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
 

有
力
農
民
が
薄
か
ら
一
定
の
格
式
 
 

を
与
え
ら
れ
、
村
役
人
に
登
用
さ
 
 

れ
る
例
も
多
く
な
っ
た
。
 
 
 

組
頭
は
庄
屋
の
補
佐
役
で
あ
る
 
 

が
、
そ
の
任
命
に
あ
た
っ
て
は
、
 
 

庄
屋
に
次
ぐ
村
内
の
有
力
者
が
選
 
 

ば
れ
た
。
そ
の
場
合
家
格
よ
り
も
 
 

経
済
力
∵
人
望
や
筆
算
の
能
力
が
 
 

重
ん
じ
ら
れ
た
。
ま
た
、
割
庄
屋
 
 

や
庄
屋
の
子
弟
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 
 

役
職
に
つ
く
前
提
と
し
て
、
実
務
 
 

上
の
経
験
と
政
治
上
の
手
腕
を
身
 
 

に
つ
け
る
た
め
に
、
組
頭
に
任
命
 
 

さ
れ
る
例
が
多
か
っ
た
。
こ
の
こ
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蓑4－2－5 熊野村諸役給米  

寛政5年（1793）  天保12年（1841）  安政2年（1855）   

庄 匿 給  米9石   米11石   米11石   

組 頭 給  〃3石   〝4石5斗   〝4石5斗   

筆 者 給  〝6ヱト6升   〝6斗6升   〝6石6斗   

年 行 司  〝1石   〝1石   〝6斗  

かくひ番袷  〝1石1斗   〝1石1斗   

升 取 給  〝6斗7升   〝6斗   

蔵 番 給  〝7斗   〝7斗   〝1石1斗  

小 走 給  〝3石6斗   〃3石   〝3石5斗5升   

送 番 給  〝2石9斗5升  〝6石   〝5石1斗   

山 番 給  〝3石5升   〝3石   

野 山 番 給  〝2石1斗   〝3石   

〝2石5斗                         所々宿賃米  〝2石6斗   〝1石5斗   

米入宿賃米  〝2斗5升   〝3斗   〝6斗   

旅人宿賃米  〝3斗5升   〝3斗5升   〝6斗   

灯  油  銀29匁4分4厘   銀29匁4分4厘   （灯油8升）   

用所入木代  〝45匁   〝45匁   米6斗5升   

第
二
節
 
地
方
支
配
と
農
民
の
負
担
 
 
 

佐々木家文車「郡村法別雑記」「初寄合諸格式帳」による  

宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
に
定
め
ら
れ
た
基
準
（
黄
4
－
2
 
 

4
参
照
）
に
よ
っ
て
、
村
入
用
の
な
か
か
ら
下
付
さ
れ
た
。
 
 

し
か
し
、
こ
の
規
定
は
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
村
財
 
 

政
の
苦
し
い
村
で
は
規
定
よ
り
低
く
お
さ
え
ら
れ
て
い
 
 

で
は
ん
ま
い
 
 

た
。
次
に
出
飯
米
の
給
付
が
あ
る
。
こ
れ
は
郡
用
・
村
用
 
 

な
ど
の
公
用
で
出
張
し
た
場
合
の
手
当
で
、
庄
屋
・
組
頭
 
 

の
ほ
か
、
長
百
姓
・
筆
者
な
ど
の
村
役
に
も
下
付
さ
れ
た
 
 

（
表
4
ウ
ケ
・
5
・
6
参
照
）
。
出
張
に
は
郡
元
の
海
田
市
や
 
 

広
島
城
下
な
ど
へ
行
く
場
合
と
、
村
内
へ
出
る
場
合
と
が
 
 

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
出
飯
米
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
年
貢
 
 

納
入
の
た
め
に
広
島
米
蔵
へ
出
張
し
宿
泊
す
る
場
合
は
、
 
 

別
項
日
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
足
子
引
高
 
 

と
よ
ば
れ
る
夫
役
負
担
の
免
除
が
あ
っ
た
（
表
4
－
2
－
7
 
 

ふ
し
ん
ふ
つ
か
い
 
 

参
照
）
。
村
内
の
諸
普
請
夫
・
諸
迫
夫
な
ど
の
夫
役
は
、
 
 

と
は
熊
野
村
の
例
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
（
表
4
1
2
1
 
 

2
参
照
）
。
 
 

村
役
人
に
は
、
一
定
の
報
酬
が
与
え
 
 

村
役
人
の
報
酬
 
 

ら
れ
た
。
報
酬
の
一
つ
は
給
米
で
、
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表4→2－7 足子引高  

〔宝暦8年（175幻〕  

庄屋（1人分）  

表4－2－6 川角村諸役給米  

〔文化12年（1飢5）〕  

事  項  給  米   
庄  屋  給  2石4斗   
筆  取  給  5斗   

米  升  給  2斗5升   

i・農・i’・・・  6斗5升   

八 幡 山 番 給  1斗7合   

同 鍵 預 り 給  6升   

広 島 賃 米  3斗5升   

）  4升   

御 種 米 闘 牛  2斗5升   
年 行 司 給 米  1斗6升   

A  計   ＊5石1斗2升7合   

第
四
章
 
近
 
 
 
世
 
 

村  高l引 高   

100～  200石   10石   

300～ 400石   12石   

500～ 600石   14石   

700～ 800石   16石   

900′－1，000石   18石   

1，100～1，200石   20石   

1，300～1，400石   21石   

1，500～1，700石   22石   

1，800～2，000石   23石   

2，100～2，300石   24石   

2，400～2，600石   25石   

2，700～3，000石   26石   

維．豆琵   

1人につき  7石   
＊実際ほ4石7斗6升7合しかない。記載も   

れがあるものと思われる。   

川角区共有文書、「国郡志御編集二付諸   

色書出帳」による  
「郡村法則雑記」による  

姓
氏
の
持
高
に
応
じ
割
り
当
て
ら
れ
た
が
、
村
役
人
 
 

に
は
足
子
引
高
と
し
て
、
持
高
か
ら
一
定
額
が
控
除
 
 

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
村
役
給
米
を
薄
の
規
定
と
村
々
の
実
際
 
 

に
つ
い
て
比
較
し
て
み
る
と
、
熊
野
村
で
は
庄
屋
給
 
 

は
規
定
よ
り
一
斗
七
升
少
な
く
、
川
角
村
は
一
斗
多
 
 

い
。
組
頭
給
ほ
熊
野
村
は
規
定
ど
お
り
で
あ
る
が
、
 
 

川
角
村
は
七
斗
少
な
い
。
年
行
事
給
の
規
定
は
明
確
 
 

で
な
い
が
、
川
角
村
は
村
高
の
〇
二
％
に
相
当
 
 

し
、
熊
野
村
は
〇
・
〇
四
％
に
相
当
す
る
額
と
な
っ
 
 

て
い
る
。
山
番
給
に
つ
い
て
み
る
と
、
熊
野
村
で
は
 
 

御
建
山
一
か
所
と
御
宙
山
一
か
所
に
山
番
が
置
か
れ
 
 

て
い
た
（
表
A
√
2
－
∩
ヱ
。
野
山
番
は
七
か
所
置
か
 
 

れ
て
い
る
。
野
山
（
村
有
入
会
山
）
は
享
保
十
四
年
 
 

（
l
七
二
九
）
 
の
御
山
帳
に
は
一
八
か
所
記
載
さ
れ
て
 
 

い
る
が
、
野
山
は
入
会
地
で
あ
る
た
め
境
界
を
接
す
 
 

る
隣
村
か
ら
の
入
り
込
み
が
あ
る
た
め
、
村
内
の
各
 
 

庭
（
小
字
）
ご
と
に
野
山
番
を
出
し
て
管
理
し
た
も
の
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表4－2－8 熊野村野山番給  

〔安政2年（1855）〕  

薮
所
番
・
御
尿
敷
様
御
山
番
が
置
か
れ
て
い
た
（
表
4
－
2
－
6
参
照
）
。
八
幡
山
番
は
貴
船
神
社
の
あ
る
八
幡
山
の
山
番
で
あ
り
、
同
 
 

鍵
預
り
は
八
幡
神
社
が
無
住
で
祭
礼
時
の
み
矢
野
村
か
ら
神
主
が
来
る
の
で
、
常
時
管
理
を
す
る
役
職
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

足
子
引
高
に
つ
い
て
、
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
に
川
角
村
で
は
四
斗
二
升
二
合
八
勺
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
引
高
は
毛
附
 
 

高
に
対
し
て
〇
・
四
三
五
％
に
相
当
す
る
額
で
あ
る
馴
齢
讐
楯
配
S
㌫
稲
香
熊
野
村
で
は
庄
屋
二
人
分
五
〇
石
、
組
彗
一
人
分
三
 
 

石
、
合
計
七
一
石
が
計
上
さ
れ
て
い
る
抽
鞘
こ
れ
は
村
高
に
対
し
て
ラ
七
七
五
％
に
当
り
、
川
角
村
よ
り
は
る
か
に
高
率
と
 
 

な
っ
て
い
る
。
こ
の
両
村
の
足
子
引
高
の
差
は
、
村
高
・
毛
附
高
の
差
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

貢
租
制
 
 

第
二
節
 
地
方
支
配
と
農
民
の
負
担
 
 
 

元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
に
広
島
滞
主
と
な
っ
た
浅
野
氏
は
、
前
領
主
で
あ
る
福
島
正
則
時
代
に
定
め
ら
れ
た
石
高
を
基
 
 

礎
に
、
貢
税
額
の
決
定
と
貢
租
を
負
担
す
る
農
民
の
確
保
を
は
か
っ
た
。
浅
野
氏
ほ
し
ば
し
ば
「
郡
中
法
度
」
を
発
し
 
 

二
 
農
民
の
貢
税
負
担
 
 

「初寄合諸格式帳」  

蓑4－2－9 熊野村U＿l番給  

「郡村法則雑記」  

と
考
え
ら
れ
る
（
哀
4
－
2
－
 
 

9
）
。
川
角
村
に
は
火
の
原
に
御
 
 

建
薮
（
洋
有
の
竹
薮
）
が
あ
り
、
 
 

ま
た
川
角
村
が
家
老
浅
野
孫
左
 
 

衛
門
の
給
地
で
あ
っ
た
た
め
、
 
 

深
道
山
に
家
老
家
指
定
の
留
山
 
 

が
設
置
さ
れ
て
い
た
の
で
、
御
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第
四
華
 
近
 
 
 
世
 
 

て
農
政
の
方
針
や
細
目
を
示
し
、
村
中
全
体
が
貢
租
収
納
に
責
任
を
持
つ
村
請
制
と
よ
ば
れ
る
貢
粗
収
取
体
制
の
確
立
に
つ
と
め
 
 

た
。
 
 
 

貢
粗
の
中
心
は
本
途
物
成
と
よ
は
れ
る
年
貢
で
、
玄
米
で
納
め
る
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
年
貢
は
村
高
に
対
し
て
一
 
 

定
の
年
貢
率
（
免
相
）
を
も
っ
て
賦
課
さ
れ
、
村
役
人
に
よ
っ
て
各
農
民
の
所
有
高
に
応
じ
て
割
り
付
け
ら
れ
た
。
年
貢
率
の
決
定
方
 
 

け
み
 

つ
ち
め
ん
 
 

法
に
は
検
見
法
（
秋
免
）
・
定
免
法
・
土
免
法
な
ど
が
あ
っ
た
。
広
島
滞
は
当
初
に
お
い
て
は
検
見
法
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ほ
毎
 
 

年
秋
に
検
見
役
人
が
各
村
を
巡
回
し
、
現
地
で
坪
刈
を
行
な
っ
て
作
柄
を
調
査
し
て
税
率
を
決
定
す
る
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
検
見
 
 

が
行
わ
れ
る
ま
で
は
収
穫
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
刈
り
取
り
時
期
を
失
し
て
、
収
量
の
減
少
や
品
質
の
低
下
を
招
く
と
い
う
難
点
が
 
 

あ
つ
た
。
他
方
、
領
主
側
で
は
よ
り
多
く
の
年
貢
を
取
り
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
の
あ
る
反
面
、
毎
年
の
帝
収
入
が
検
 
 

見
を
行
う
ま
で
決
定
し
な
い
た
め
、
予
算
を
た
て
て
の
藩
財
政
運
営
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
広
島
藩
は
軍
氷
十
一
年
（
一
六
三
四
）
か
 
 

ら
一
部
の
村
に
土
免
制
（
春
免
）
を
採
用
し
、
慶
安
三
年
（
t
六
五
〇
）
か
ら
全
藩
に
適
用
し
て
い
る
。
こ
の
土
免
制
は
前
年
の
作
 
 

柄
、
村
の
盛
衰
、
田
畑
の
肥
好
な
ど
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
田
植
前
の
春
先
に
そ
の
年
の
年
貢
率
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
 
 

極
端
な
凶
作
に
な
っ
た
年
に
は
、
村
か
ら
の
申
請
に
よ
っ
て
検
見
を
行
い
、
税
率
を
変
更
し
て
も
ら
う
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
検
 
 

見
法
か
ら
土
免
法
へ
の
切
り
帝
え
は
、
薄
財
政
確
立
の
た
め
に
安
定
し
た
貢
租
額
の
収
入
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
広
島
藩
の
貢
粗
 
 

徴
収
法
の
原
則
と
さ
れ
た
。
 
 
 

定
免
法
は
、
過
去
数
カ
年
問
の
年
貢
率
を
平
均
し
て
一
定
の
年
貢
率
を
定
め
、
豊
年
・
凶
年
に
か
か
わ
ら
ず
一
定
額
室
員
納
さ
せ
 
 

る
制
度
で
あ
る
。
こ
の
定
免
制
は
市
財
政
の
安
定
に
ほ
効
果
が
あ
っ
た
が
、
固
定
さ
れ
た
年
貢
率
が
農
民
に
番
い
負
担
感
と
な
っ
て
 
 

の
し
か
か
っ
た
。
広
島
藩
で
は
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
に
定
免
制
が
実
施
さ
れ
た
が
、
同
三
年
の
郡
方
新
格
反
対
の
全
淳
一
揆
の
要
 
 

求
項
目
の
一
つ
に
、
定
免
制
反
対
が
あ
げ
ら
れ
た
た
め
、
郡
方
新
格
と
共
に
廃
止
さ
れ
も
と
の
土
免
制
に
復
し
、
幕
末
に
至
っ
て
い
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蓑42一丁O 熊野村年貢率  

0．285一一元禄元年～寛保元年までの下り詰  

0．49794－上り詰、明知・給知概し  

0．46  

0．47  

0．465  

0．46  

0．466  

0．466  

0．469   

元禄7（1694）年  

享保2（1717）年  

元文2（1737）年   

〝 3（1738）年   

〝 4（1739）年   

〝 5（1740）年  

明和元（1764）年  

〝 2（1765）年  

安永2（1773）年  

文化13（1816）年  

第
二
節
 
地
方
支
配
と
農
民
の
負
担
 
 
 

458石3斗4升2合   

803石5斗7升3合   

93石3斗8升9合   

43石9斗1升1合   

16石0斗7升1合  

1，143石3斗6升4合  

（給知石高合計2，100石3斗0升8合）  

明知0．469－一高  

給知0．469－一高   

〝 0．466－一高   

〝 0．465高   

〝 0．461－高   

〝 0．46－一高  

「那村法則雑記」による  

く
ち
ま
い
 
 

で
は
こ
の
年
貢
に
、
年
貢
の
二
％
の
口
米
を
加
え
て
「
定
物
 
 

成
」
と
よ
ん
で
い
る
。
年
貢
ほ
村
高
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
る
 
 

が
、
問
題
と
な
る
の
は
年
貢
率
で
あ
る
。
熊
野
村
の
年
貢
率
は
 
 

表
4
－
2
1
1
0
の
よ
う
に
、
上
り
詰
（
最
高
）
で
四
九
・
七
九
四
 
 

％
、
下
り
詰
（
最
低
）
で
二
八
・
五
％
で
あ
っ
た
。
下
り
詰
と
な
 
 

っ
た
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
は
、
風
水
害
・
凶
作
な
ど
の
記
録
 
 

ほ
見
当
ら
な
い
が
、
年
貢
率
を
大
幅
に
引
き
下
げ
ざ
る
を
得
な
 
 

い
程
の
こ
と
が
、
熊
野
柑
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
 
 

る
。
こ
の
下
り
詰
が
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
か
ら
寛
保
元
年
 
 

（
一
七
四
一
）
ま
で
の
期
間
で
の
も
の
で
あ
る
ナ
」
と
か
ら
、
享
保
 
 

十
七
年
（
一
七
三
二
）
に
西
日
本
一
帯
に
発
生
し
た
大
塩
害
（
革
 
 

保
の
大
飢
饉
）
に
よ
る
凶
作
も
、
元
禄
七
年
の
も
の
を
上
廻
る
も
 
 

の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
上
り
詰
と
な
っ
た
享
保
二
 
 

年
（
一
七
一
七
）
は
定
免
制
が
施
行
さ
れ
て
二
年
目
に
当
た
る
年
 
 

で
あ
る
が
、
こ
の
年
が
最
高
率
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
 
 

る
。
 
 

農
民
の
請
負
担
 
 

農
民
の
請
負
担
の
な
か
で
中
心
と
な
る
の
 
 

が
、
本
途
物
成
＝
年
貢
で
あ
る
。
広
島
藩
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鯛
銅
管
川
角
村
の
村
高
ほ
一
六
一
石
三
斗
で
あ
る
が
、
た
び
た
び
の
河
川
の
氾
濫
に
よ
っ
て
耕
地
を
失
な
い
、
六
三
石
九
斗
九
升
八
 
 

か
つ
ぎ
だ
か
 
 

合
の
閲
高
を
生
じ
て
い
る
の
で
、
年
貢
率
二
五
二
一
％
は
毛
附
高
に
対
し
て
四
t
一
・
六
一
％
に
相
当
す
る
。
毛
附
高
に
は
耕
作
に
 
 

使
用
さ
れ
な
い
屋
敷
地
分
五
石
五
斗
四
升
七
合
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
こ
の
屋
敷
地
分
を
差
し
引
い
て
計
算
す
る
と
四
五
二
九
％
 
 

と
な
り
、
年
貢
率
の
約
一
・
八
倍
弱
の
高
い
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

広
島
帝
の
村
々
は
、
歳
入
地
・
給
知
・
明
知
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
藩
主
の
直
轄
地
で
あ
る
蔵
入
地
の
年
貢
米
は
、
藩
の
米
蔵
 
 

へ
直
接
納
入
し
た
。
給
知
は
給
人
の
も
と
へ
、
明
知
は
給
主
が
い
な
い
土
地
で
あ
る
か
ら
歳
入
地
に
準
じ
て
米
蔵
へ
約
め
た
。
年
貢
 
 

こ
丸
ま
い
 
米
は
米
俵
二
俵
に
三
斗
語
に
さ
れ
、
運
搬
途
中
で
俵
か
ら
こ
ぼ
れ
る
損
失
な
ど
を
勘
案
し
て
込
米
を
加
え
、
正
味
三
斗
一
升
五
合
 
 
 

蓑4－211川角村年貢率  

記 載 年 次】年貢率l備  考  
第
四
茸
 
近
 
 

天和3（1683）年  

享保17（1732）年  

兜延3（1750）年  

宝暦9（1759）年   

〝10（1760）年  

寛政3（1791）年  

下り語  
塩害による大凶作  

上り詰  
以後幕末まで同率  世  

「国郁恵御編集二付諸色吉山帳」による  

実
に
定
免
制
が
実
施
さ
れ
た
最
初
の
年
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
の
年
貢
率
と
比
 
 

較
し
て
三
％
強
も
高
率
で
、
七
六
石
余
の
年
貢
を
余
分
に
納
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
走
免
 
 

制
が
百
姓
t
揆
に
よ
り
撤
回
さ
れ
た
こ
と
も
、
う
な
ず
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
文
化
十
三
年
 
 

（
一
八
一
六
）
の
給
知
の
年
貢
率
に
相
違
が
あ
る
の
は
、
給
人
が
年
貢
率
を
決
定
で
き
る
か
ら
 
 

で
あ
る
（
後
述
の
給
知
の
項
参
照
）
。
 
 
 

川
角
村
の
年
貢
率
の
変
遷
は
、
蓑
4
1
2
－
n
の
と
お
り
で
あ
る
。
川
角
村
で
は
天
和
三
 
 

年
（
一
六
八
三
）
が
下
り
詰
で
、
享
保
十
七
年
の
蛙
害
の
と
き
も
後
世
の
率
に
比
べ
て
そ
れ
程
 
 

下
っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
も
被
害
は
大
き
く
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
上
り
詰
は
 
 

宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
で
、
前
年
よ
り
二
％
上
昇
し
て
い
る
。
上
昇
の
理
由
は
明
ら
か
で
な
 
 

い
が
、
土
免
制
な
の
で
前
年
が
か
な
り
の
豊
作
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
寛
政
三
年
 
 

（
一
七
九
一
）
以
後
の
年
貢
率
は
一
定
と
な
り
、
実
質
的
に
は
定
免
制
と
同
じ
状
態
と
な
っ
た
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か
ん
ま
い
 
詰
を
も
っ
て
三
斗
俵
と
さ
れ
、
さ
ら
竺
俵
に
つ
き
二
合
の
欠
米
を
別
語
取
で
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
各
村
々
は
、
そ
の
村
分
 
 

く
ち
 
の
年
貢
米
を
米
蔵
ま
で
運
び
、
米
の
質
、
俵
と
組
の
掃
え
、
量
目
な
ど
の
厳
重
な
検
査
を
受
け
て
納
入
を
完
了
す
る
の
で
あ
る
。
口
 
 

ま
い
 
米
・
込
米
・
欠
米
な
ど
は
年
貢
率
に
は
加
算
さ
れ
て
い
な
い
負
担
で
あ
り
、
ま
た
納
入
完
了
ま
で
の
諸
経
費
も
村
方
の
負
担
で
あ
っ
 
 

た
。
前
掲
の
村
役
人
諸
給
米
の
表
に
も
、
米
払
に
関
す
る
給
米
が
計
上
さ
れ
て
い
た
訳
で
あ
る
。
熊
野
村
の
明
知
年
貢
米
ほ
矢
野
村
 
 

へ
運
び
出
し
た
の
ち
、
船
で
城
下
の
米
蔵
ま
で
運
び
納
入
さ
れ
た
が
、
そ
の
費
用
は
表
4
1
2
1
1
2
の
よ
う
に
、
一
俵
に
つ
き
二
升
 
 

二
合
を
要
し
て
い
る
。
熊
野
村
か
ら
矢
野
村
浜
ま
で
二
里
（
八
キ
ロ
）
の
道
程
は
馬
や
草
で
運
び
下
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
後
は
 
 

船
を
利
用
す
る
方
が
俵
か
ら
こ
ば
れ
る
米
の
量
が
少
な
く
得
策
で
あ
っ
た
。
 
 
 

本
逸
物
成
の
は
か
に
農
民
に
課
せ
ら
れ
た
負
担
は
多
い
。
ま
ず
小
物
成
と
よ
ば
れ
る
節
税
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
村
高
に
関
係
な
 
 

く
、
山
野
河
轟
か
ら
の
雑
収
入
や
茶
・
締
・
野
菜
な
ど
の
商
品
作
物
に
賦
課
さ
れ
た
も
の
で
、
福
島
時
代
に
定
め
ら
れ
た
税
額
を
そ
 
 

の
ま
ま
蹄
襲
し
、
村
ご
と
に
銀
糾
さ
せ
た
。
熊
野
村
で
は
〓
ハ
八
匁
九
分
を
、
川
角
村
は
六
六
匁
五
分
を
夏
（
六
月
）
秋
（
九
月
）
二
 
 

回
に
分
け
て
納
入
し
て
い
る
。
ま
た
、
浅
野
氏
の
時
代
に
な
っ
て
小
物
成
に
相
当
す
る
よ
う
な
収
益
が
あ
る
場
合
、
札
役
・
諸
運
上
 
 

表4－2－12 矢野浜出し  

新御蔵所純米入役定  

矢野蔵敷  米5合  
運  賃  〝4含  

水  上  〃2合  

御蔵所ほへ巻  〝2合  

摂  質  〝5合  
所計算  〝4合  

第
t
一
節
地
方
支
配
と
農
民
の
負
担
 
 
 

合  計   米2升2一合  

「郡村法別離記」による  

の
名
目
で
新
し
く
徴
収
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
熊
野
村
で
ほ
鹿
札
銀
一
四
匁
、
割
木
山
札
 
 

銀
一
二
〇
匁
、
紺
屋
灰
運
上
鍛
九
分
二
厘
を
、
川
角
村
で
は
竹
代
銀
一
六
匁
、
押
込
村
で
 
 

を
し
じ
 
 

は
竹
代
銀
二
匁
六
分
六
厘
、
割
木
人
札
一
五
匁
、
雉
子
鉄
砲
札
銀
五
匁
を
、
そ
れ
ぞ
れ
六
 
 

月
と
九
月
に
分
け
て
納
め
て
い
る
。
 
 

い
ち
ぷ
ま
い
り
ん
ま
い
 
 
 

次
に
村
高
を
基
準
と
し
て
賦
課
さ
れ
た
高
掛
物
笹
壱
歩
米
と
厘
米
が
あ
る
。
壱
歩
米
は
 
 

村
高
の
一
％
に
相
当
す
る
米
・
銀
い
ず
れ
か
を
納
入
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
滞
の
雑
 
 

も
ら
ね
か
 
用
に
当
た
る
夫
役
・
車
用
の
薪
炭
・
厩
革
・
藁
・
糠
な
ど
を
納
入
す
る
百
姓
役
の
代
り
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第
四
章
 
近
 
 
 
世
 
 

に
、
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
か
ら
行
わ
れ
だ
し
た
も
の
で
あ
る
。
厘
米
は
公
用
の
道
路
や
橋
な
ど
の
修
築
、
治
山
・
治
水
な
ど
の
百
 
 

姓
役
を
は
じ
め
と
し
て
、
郡
中
の
百
姓
役
と
し
て
課
せ
ら
れ
る
雑
用
な
ど
を
ま
と
め
て
、
寛
政
十
九
年
（
〓
ハ
四
二
）
よ
り
厘
米
の
制
 
 

が
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
当
初
は
村
高
の
六
厘
で
あ
っ
た
が
、
年
に
よ
っ
て
変
動
を
く
り
返
し
、
享
保
三
年
（
右
一
八
）
以
降
は
 
 

七
厘
に
一
定
し
た
。
こ
の
厘
米
も
夏
・
秋
二
回
の
上
納
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
御
種
米
と
よ
ば
れ
る
強
制
貸
付
の
制
も
あ
っ
た
。
も
と
 
 

も
と
は
薄
主
に
よ
る
救
済
・
勧
農
の
意
味
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
し
だ
い
に
そ
の
精
神
は
失
な
わ
れ
、
利
米
 
 

（
利
息
）
を
目
的
と
し
た
強
制
貸
付
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
律
に
村
高
一
〇
〇
石
に
つ
き
米
三
石
ず
つ
聖
二
割
の
利
米
で
貸
付
け
、
 
 

毎
年
九
月
に
元
利
を
返
納
さ
せ
る
制
度
で
あ
る
。
享
保
三
年
か
ら
は
元
米
を
貸
据
え
と
し
、
利
率
を
二
割
と
し
て
利
米
の
み
を
年
貢
 
 

に
準
じ
て
毎
年
徴
収
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
川
角
村
ほ
御
種
米
五
石
を
貸
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
、
毎
年
の
利
米
は
一
石
で
あ
っ
 
 

た
。
こ
の
御
種
米
を
村
内
で
ど
の
よ
う
に
配
分
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
川
角
村
の
「
御
免
割
下
札
人
別
納
指
引
帳
」
詳
密
や
 
 

「
御
帳
切
控
人
別
帳
」
馴
譜
典
な
ど
に
よ
る
と
、
御
種
米
元
米
が
土
地
に
付
属
し
て
移
動
し
て
い
る
の
で
、
当
初
は
各
州
誠
民
の
持
高
 
 

に
応
じ
て
割
り
当
て
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
農
民
の
盛
衰
に
よ
っ
て
、
土
地
と
共
に
移
動
し
、
文
久
二
 
 

年
（
一
八
六
二
）
に
壁
向
で
元
米
三
斗
七
升
、
最
低
で
一
升
と
な
っ
て
い
る
。
な
か
に
は
持
高
六
斗
五
升
で
、
元
米
一
斗
五
升
の
老
も
 
 

い
る
。
こ
れ
は
高
値
で
土
地
を
手
離
す
た
め
に
、
元
米
を
手
元
に
残
し
た
結
果
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
先
 
 

祖
が
貸
り
た
御
種
米
を
、
そ
の
子
孫
が
利
米
の
み
を
払
い
続
け
さ
せ
ら
れ
る
制
度
は
、
農
民
に
と
っ
て
迷
惑
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
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図4－2【1  

御免割下札人別  
納指引帳（孝和  

元年）  

ほ
確
か
で
あ
る
。
 
 
 

村
内
に
居
住
す
る
講
職
人
は
水
役
銀
と
い
う
営
業
税
を
 
 

負
担
し
、
そ
の
代
り
に
壱
歩
米
と
厘
米
が
免
除
さ
れ
た
。
 
 

水
役
銀
は
、
家
持
の
職
人
が
本
役
と
し
て
月
に
二
目
ず
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内
容
は
、
郡
代
官
な
ど
津
府
の
役
人
の
廻
村
に
要
す
る
人
足
・
接
待
費
、
村
内
の
道
路
や
橋
の
普
請
、
溜
池
・
井
手
・
樋
門
な
ど
の
 
 

修
理
、
災
害
時
の
復
旧
工
事
に
要
す
る
夫
役
や
諸
経
費
、
村
役
人
以
下
の
諸
給
米
や
出
飯
米
、
村
用
の
紙
・
墨
・
筆
・
灯
油
代
な
ど
 
 

の
需
要
費
、
虫
送
り
・
雨
乞
い
な
ど
の
祈
両
入
用
、
氏
神
祭
礼
費
、
寺
社
初
穂
料
、
年
貢
未
進
百
姓
の
村
負
担
な
ど
を
内
容
と
す
る
 
 

相
国
有
の
経
費
で
、
村
割
で
賦
課
さ
れ
た
。
 
 
 

こ
の
村
入
用
ほ
夫
役
を
中
心
と
す
る
諸
種
の
割
賦
物
で
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
元
和
～
寛
永
期
（
一
六
一
五
～
堅
一
）
監
肌
述
の
壱
 
 

歩
米
・
厘
米
の
制
に
よ
り
夫
役
の
代
納
化
を
は
じ
め
、
諸
役
・
諸
道
上
の
制
が
整
っ
た
が
、
寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）
そ
れ
ら
に
含
 
 

め
ら
れ
な
い
雑
多
な
請
負
担
を
「
村
入
用
」
と
し
て
貢
租
体
系
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
に
は
村
入
用
 
 

全
般
に
わ
た
る
統
一
基
準
を
設
け
、
諸
経
費
を
そ
の
基
準
以
下
で
済
す
よ
う
な
運
営
を
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
藩
内
の
村
々
の
経
費
 
 

に
差
が
あ
る
こ
と
を
正
す
と
と
も
に
、
落
と
し
て
村
運
用
に
か
か
る
経
費
を
掌
握
し
、
村
入
用
の
予
算
化
と
諸
経
費
削
減
料
ね
ら
っ
 
 

た
も
の
で
あ
る
。
 
 

第
二
節
 
地
方
支
配
と
農
民
の
負
担
 
 

つ
、
借
家
住
の
職
人
は
半
役
と
し
て
月
に
一
日
、
藩
の
作
事
御
用
に
使
役
さ
れ
て
い
た
が
、
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
以
来
銀
納
に
 
 

改
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
職
人
と
し
て
認
め
ら
れ
た
老
は
全
員
落
の
作
事
方
の
台
帳
に
登
録
さ
れ
、
御
帳
付
と
称
さ
れ
た
。
職
種
 
 

に
よ
っ
て
水
役
銀
の
額
に
相
違
が
あ
り
、
各
村
ご
と
に
毎
年
正
月
か
ら
六
月
ま
で
の
分
を
十
二
月
に
、
七
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
分
 
 

は
翌
年
六
月
に
分
割
納
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
熊
野
村
で
は
、
天
保
期
打
二
ハ
月
と
九
月
に
半
額
（
米
二
石
五
斗
）
ず
つ
 
 

を
徴
収
し
、
壱
歩
米
と
厘
米
に
相
当
す
る
四
升
二
合
五
勺
を
、
そ
の
都
度
返
却
し
て
い
る
架
。
川
角
村
で
は
職
人
が
時
々
し
か
 
 

在
村
し
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
時
の
み
水
役
銀
を
納
入
し
て
い
る
。
 
 

村
入
用
 
 
農
民
は
年
貢
・
小
物
成
・
諸
役
運
上
な
ど
藩
府
へ
納
め
る
も
の
の
ほ
か
に
、
地
方
税
的
な
諸
経
費
を
負
担
し
な
け
れ
ば
 
 

な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
経
費
負
担
を
村
入
用
と
よ
び
、
村
役
人
が
村
民
に
割
り
付
け
徴
収
し
運
用
さ
れ
た
。
村
入
用
の
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が
、
毛
附
高
に
対
し
て
ほ
約
五
二
ニ
％
に
な
り
、
閻
高
の
多
い
川
角
村
の
農
民
の
負
担
が
熊
野
村
に
比
べ
て
大
き
い
こ
と
が
判
る
。
 
 

・
も
ろ
く
ち
 
 
 

桶
野
村
の
記
録
に
よ
る
と
、
庄
屋
二
人
が
一
年
間
に
使
用
す
る
用
紙
は
、
諸
口
が
二
玉
東
（
t
東
二
匁
五
分
）
、
半
紙
二
〆
六
束
（
一
 
 

束
一
匁
三
分
）
、
墨
二
〇
丁
（
一
丁
五
分
）
、
筆
五
七
本
（
四
対
一
匁
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
文
房
具
を
ど
こ
か
ら
購
入
し
た
か
の
記
録
 
 

は
な
い
。
ま
た
、
送
番
給
に
つ
い
て
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
に
は
米
五
石
一
斗
を
計
上
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
本
郷
三
石
八
斗
、
新
 
 

宮
一
石
三
斗
と
分
け
て
い
る
。
本
郷
分
の
送
番
に
当
た
る
老
と
し
て
城
之
掘
で
一
〇
名
、
中
瀬
で
一
玉
名
の
人
び
と
が
登
録
さ
れ
て
 
 

い
る
酢
鮨
が
」
。
送
番
は
各
種
の
布
達
や
指
示
・
連
絡
な
ど
の
書
状
を
次
の
村
へ
逓
送
す
る
も
の
で
、
内
容
に
よ
っ
て
は
夜
間
 
 

で
も
出
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
で
あ
っ
た
。
 
 
 

熊
野
村
に
は
夫
割
と
し
て
蓑
4
2
1
1
3
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
が
、
各
項
目
の
総
額
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
家
懸
 
 

夫
は
家
別
に
一
人
徴
さ
れ
て
い
る
の
で
、
文
化
十
一
年
の
熊
野
村
は
八
七
〇
軒
あ
っ
た
か
ら
単
純
に
計
算
す
る
と
一
〇
石
四
斗
四
升
 
 
 

蓑4－2－13 熊野村夫割  

第
四
季
 
近
 
 

】
 世

．
．
．
．
 
 

「郡村法別離記」「初寄合諸格式帳」に．よる   

熊
野
村
の
村
入
用
ほ
、
表
4
－
2
－
1
3
の
よ
う
に
年
次
に
よ
っ
て
記
載
も
れ
が
あ
り
、
 
 

正
確
さ
を
欠
い
て
い
る
が
、
藩
の
規
定
に
従
っ
て
い
る
も
の
と
、
年
次
に
よ
っ
て
上
下
し
 
 

て
い
る
も
の
と
が
あ
る
。
上
下
に
変
動
し
た
理
由
と
し
て
、
諸
物
価
の
騰
貴
や
用
務
の
増
 
 

加
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
米
立
に
よ
る
項
目
の
み
を
み
る
と
、
寛
政
五
年
は
村
高
の
一
％
 
 

に
す
ぎ
な
い
が
、
天
保
十
二
年
は
一
・
四
％
、
安
政
二
年
は
一
二
ハ
％
と
増
加
し
て
い
 
 

る
。
こ
の
は
か
に
も
銀
立
の
も
の
も
あ
り
、
初
穂
料
な
ど
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
加
 
 

え
る
と
、
柑
高
に
対
す
る
比
率
ほ
も
っ
と
上
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

川
角
村
の
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
の
村
入
用
は
衰
4
2
6
に
よ
る
と
、
熊
野
村
 
 

に
比
べ
て
項
目
も
少
な
い
。
こ
の
村
入
用
総
額
は
村
高
に
対
し
て
約
三
二
二
％
で
あ
る
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表4－2－14 巡見便入用  

（天保9年6月）  
は
「
明
朝
何
刻
に
駕
龍
一
丁
と
人
足
何
人
を
出
す
こ
と
、
出
て
来
る
人
名
を
本
日
夕
刻
ま
で
に
海
田
市
へ
連
絡
せ
よ
」
と
い
う
内
容
 
 

の
通
達
が
数
多
く
残
っ
て
い
る
語
響
こ
れ
ら
の
夫
割
の
負
担
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
判
る
が
、
具
体
的
な
数
的
記
録
が
な
い
の
が
 
 

残
念
で
あ
る
。
 
 

給
す
る
も
の
で
あ
る
。
藩
主
浅
野
氏
は
凶
作
・
飢
饉
の
対
策
と
し
て
、
全
て
俸
禄
制
に
切
り
換
え
た
こ
と
が
三
回
あ
っ
た
が
、
回
復
 
 

第
二
節
 
地
方
支
配
と
農
民
の
負
担
 
 
 

地
方
知
行
制
 
 

安芸郡入用総額  40貫827匁8分5厘   

熊野村負担分 5貫166匁S分3厘  

百代村 〝  429．0．5．  

栃原村 〝  225．6．4．  

焼山村 〝  1．064．3．0．  

押込村 〝  456．1．7．  

川角村 〝  325．7．2．  

平谷村 〝  169．4．3．  

三
 
給
 
知
 
制
 
 
 

広
島
津
で
は
家
臣
に
対
す
る
給
与
は
地
方
知
行
制
と
俸
禄
制
の
二
つ
の
方
法
が
と
ら
れ
た
。
前
者
は
実
際
に
知
行
 
 

地
（
給
知
）
を
指
定
し
て
与
え
る
方
法
で
あ
り
、
後
者
ほ
津
が
徴
収
し
た
年
貢
米
を
俸
禄
（
禄
米
）
と
し
て
現
米
で
支
 
 

佐々木家文書「永代日記」による  

と
な
る
。
こ
れ
が
、
夫
割
の
基
金
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
川
普
請
や
助
郷
役
な
ど
郡
 
 

割
で
負
担
す
る
も
の
の
他
に
、
割
り
当
て
ら
れ
た
人
数
を
出
せ
な
い
時
や
、
郡
内
の
他
 
 

村
の
不
足
分
を
負
担
し
た
時
は
、
そ
れ
ぞ
れ
規
定
の
銀
か
銭
の
金
額
を
も
っ
て
決
済
さ
 
 

れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
天
保
九
年
六
月
に
幕
府
巡
見
使
が
広
島
藩
を
巡
回
し
た
が
、
 
 

こ
の
時
の
諸
経
費
と
し
て
安
芸
郡
が
支
出
し
た
総
額
は
四
〇
貰
余
に
の
ぼ
っ
た
（
表
4
 
 

1
2
－
1
4
参
照
）
。
こ
の
経
費
捻
出
に
は
日
時
を
要
し
、
よ
う
や
く
翌
年
十
二
月
に
郡
内
 
 

各
村
々
へ
村
高
に
準
じ
て
割
り
当
て
決
済
さ
れ
た
。
こ
の
支
出
は
全
く
の
予
定
外
の
負
 
 

担
で
あ
っ
た
。
安
芸
郡
は
西
国
街
道
に
面
し
て
い
る
た
め
、
幕
府
役
人
や
諸
薄
の
大
名
 
 

な
ど
の
往
来
が
多
く
、
た
び
た
び
人
足
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
川
角
村
に
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知
行
地
で
あ
り
、
苫
姓
が
知
行
地
百
姓
と
な
っ
た
。
一
人
の
農
民
が
二
冊
以
上
の
閻
帳
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
知
行
地
内
に
 
 

屋
敷
の
あ
る
者
を
本
百
姓
、
田
畑
の
み
の
も
の
を
越
百
姓
と
よ
ん
だ
。
給
人
全
員
が
く
じ
を
引
い
た
残
り
を
明
知
高
と
よ
び
、
年
貢
 
 

は
直
接
藩
の
米
蔵
へ
納
入
さ
れ
る
蔵
人
地
と
な
っ
た
悍
頂
史
㌢
 
 
 

園
取
り
の
結
稟
、
村
の
大
小
や
知
行
地
の
規
模
に
よ
っ
て
相
違
は
あ
る
が
、
一
人
の
給
人
に
何
十
人
も
の
知
行
地
百
姓
が
つ
け
ら
 
 

れ
た
り
、
道
竺
人
の
百
姓
が
何
人
も
の
給
人
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
も
起
っ
た
。
給
人
は
知
行
地
百
姓
の
中
か
ら
給
庄
屋
（
現
庄
 
 

苧
給
与
頭
・
給
役
と
も
よ
ぷ
）
、
す
な
わ
ち
給
知
の
庄
屋
を
任
命
し
た
。
給
庄
屋
は
知
行
地
百
姓
の
中
で
も
筆
頭
の
特
高
で
、
人
柄
が
 
 

え
こ
ひ
い
曳
－
 
 

良
く
依
惜
晶
尻
し
な
い
着
か
ら
選
ば
れ
、
年
貢
納
入
な
ど
の
責
任
者
と
さ
れ
た
。
村
内
に
給
人
が
少
な
い
場
合
に
は
、
庄
屋
や
組
頭
 
 
 

－  、、JI  
一
 
貴
賓
媚
尉
ノ
1
幸
イ
・
一
2
 
 

4
 
 

ね
繹
 

図
 
 

r
ノ
ぎ
㌢
 
 

言
薯
欝
か
 
 

ル
済
碁
㌃
私
 
 

丁
．
∴
・
・
 
 

彦
属
象
 
 
 

第
四
軍
 
近
 
 
 

え
終
七
1
菜
 
 

⊥
け
終
わ
薄
診
琴
？
朝
一
・
孝
穴
 
 

汚
錐
左
姓
偶
湧
グ
小
 
 
 

鬼  
；一  窄ノ  ゎ 芝 野ゝ、  

2
 
 
 

・
 
 

老  

世
 
 
 

保
 
 

天
 
 

織田家文書「給主石高控え」  
9年）  

じ
が
た
 
 

後
は
地
方
知
行
制
に
も
ど
さ
れ
、
明
治
二
年
の
版
籍
奉
還
ま
で
続
い
た
。
 
 
 

地
方
知
行
制
で
は
、
家
老
知
行
地
は
一
村
丸
抱
え
で
固
定
し
て
い
た
が
、
一
般
藩
士
ほ
一
つ
の
 
 

村
に
複
数
の
藩
士
を
配
置
す
る
相
給
知
制
を
原
則
と
し
た
。
ま
た
、
一
人
の
藩
士
が
一
つ
の
村
で
 
 

与
え
ら
れ
る
知
行
地
高
は
少
な
く
、
二
⊥
二
郡
に
わ
た
る
数
か
村
が
与
え
ら
れ
る
例
が
多
か
っ
 
 

た
。
知
行
地
を
与
え
ら
れ
た
藩
士
を
「
給
人
」
と
よ
ん
だ
。
藩
士
に
は
薄
府
か
ら
何
郡
何
村
に
何
 
 

石
何
斗
何
升
何
合
、
何
村
に
何
石
と
知
行
判
物
が
下
さ
れ
、
各
村
に
は
給
人
名
と
そ
の
知
行
地
高
 
 

こ
く
ぐ
み
 
が
連
絡
さ
れ
る
。
各
村
で
は
そ
れ
を
う
け
て
、
全
村
を
い
く
つ
か
の
石
組
に
分
け
た
閣
帳
を
作
っ
 
 

た
。
閣
帳
ほ
一
冊
ご
と
に
田
畑
の
善
悪
や
百
姓
数
・
牛
馬
数
な
ど
、
不
公
平
の
な
い
よ
う
に
組
み
 
 

合
わ
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
五
〇
石
組
二
二
〇
石
組
二
石
以
下
と
い
う
よ
う
に
、
数
種
類
の
 
 

石
組
に
組
分
け
し
た
も
の
で
あ
る
。
給
人
は
代
官
立
ち
合
い
の
も
と
で
、
指
定
さ
れ
た
知
行
地
高
 
 

に
相
当
す
る
よ
う
に
何
叩
か
の
開
帳
の
く
じ
を
引
き
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
田
畑
が
自
分
の
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蓑4－2－15 天保9年（1838）安芸郡熊野村給地番え  

新旧  給  主  給 知 高  給庄屋  備  考   

居り  松宮善太郎  56石7斗9升0合  助左街門   
居り  堀田保右衛門  62．4．6．9  岩  助＊   
居り  小澤孫太郎  62．4．6．9  元  七   

居り  鈴木 内司  62．4．6．9  与  平   
天保7、御歩行頭次席                                 新  三好与一郎  43．2．0．0  与三兵衛＊   

新  津村衰左術門  45．0．0．0  半兵衛  天保10、御代官   
新  拘井 半蔵  45．0．0．0  庄左街門＊  天保6、御武具奉行次席   
新  牧野  鼎  45．0．0．0  徳右術門＊  弘化4、御奥詰   
居り  薬師寺与一  42．0．0．0  孫右街門  天保2、伏見御屋敷番  
屠り  寺川藤之進  45，1．6．0  源左術門   
居り  澤田萬次郎  42．8．0．0  十郎兵衛   
居り  小出久之丞  43．0．0．0  孫太郎   
天保4、御蔵奉行                          居り  石津 平蔵  47．0．0．0  勘兵衛   

居り  新保彦兵術  49．0．7．9  吉右衛門  文政7、御代官   
居り  三上 勘六  50．0．0．0  健太郎  文政11、御代官  
居り  野崎七右衛門  50．0．0．0  庄次郎   

天保7、御広式詰並  

居り  松村  孟  55．0．0．0  停左衛門   
文化2、御大工頭  

居り  宮田 織人  44．6．0．0  順兵衛  天保5、御輿詰   
居り  松田馬之助  45．6．0．0  貞  次   

天保8、御目付次席、御側  
詰御陪番兼役   

屠り  米村 嘉門  49．7．3．1  幸次郎  文政12、御三之九番   
屠り  竹中停三郎  57．0．0．0  元  七  文政13、御奥詰   
新  浅野 十助  55．6．0．0  太左街門  天保4、御中′」＼姓頸   
屠り  石井貞次郎  57．2．0．0  幸次郎  天保5、御代官   
居り  横山仙太夫  56．5．5．2  卯右術門  文政4、御代官   
居り  平H 粍馬  62．1．4．8  九郎右衛門  天保11、御奥詰   
斯  藤井左門太  48．8．6．8  富  田＊  天保5、御先手著頸次席   
新  堀田 織衝  67．4．9．7  奉三郎  天保6、鴨近見習   
居り  岡 尊大夫  53．4．0．0  与三兵衛  天保5、御先手巻頭次肺   
新  山下十右衛門  飢．6．0：．0  周  平＊  文政12、御近習頭御用人   
新  竹越  恰  50．6．0．0  酒之助  文政2、御槍奉行  

第
l
一
節
 
地
方
支
配
と
農
民
の
負
担
 
 



高
 
 
 

給
 
 

主
 
 

給庄屋l 備  考  

郎
夫
物
人
 
 

九
賀
監
諸
 
 

助
都
 
 

牧
伊
柳
上
 
 

御
非
一
田
 
 

0
 
（
U
 
（
U
 
O
 
 

（
U
 
O
 
∧
U
 
O
 
 

史
U
 
O
O
 
6
 
6
 
 

9
 
9
 
1
 
7
 
6
 
6
 
5
 
7
 
 

十郎兵衛  
源兵術  
嘉平淡  
権十郎  

幾右衝門  
次右南門  
組頭勘三郎  
世話＊  

要  助  

勘三郎  
孫四郎  

天保6、御騎馬弓簡頭  

文政13、御旗奉行  

天保8、大番老頭、御先手  

者頭  
文政12、御近習頭御用人  

天保2、御近習頭御用人  

文政4、大番老頭、御先手  

老真頁  
天保5、御近習頭御用人  

文政7、御年寄  

第
四
章
 
近
 
 武田 毎登  

進藤豊三郎  
周参鬼勇衝  

村越三十郎  

辻五郎太夫  
木村 丹波  

70∴ 6．0．0  

55．6．0．0  

70．6．0．0  

85．6．0．0  

93，4．0．0  

115．6．0．0  

合計 43名 2，488石4斗3升2合（村高の97．3％）  

明知高  70石2斗1升8合（村高の2．7％）  

総合計 2，558石6斗5升  

「永代日記」による  
注 給庄屋の百姓名に＊印が付いているものは、史料に給庄屋と記瀧されていないも   

のである。「永代日記」の筆者の記職もれとも考えられる。   

備考欄は『芸薄情要』によった。  

な
ど
で
給
庄
屋
を
兼
ね
た
り
、
ま
た
一
人
で
教
組
 
 

の
給
庄
屋
を
勤
め
る
も
の
も
い
た
。
し
か
し
、
給
人
 
 

が
、
中
期
以
降
に
な
る
と
割
庄
屋
や
庄
屋
が
推
薦
 
 

が
多
く
な
る
と
給
庄
屋
専
任
が
お
か
れ
た
。
給
庄
 
 

屋
の
人
選
は
、
初
期
に
は
給
人
が
任
命
し
て
い
た
 
 
 

し
た
着
か
ら
選
任
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
朗
。
 
 
 

熊
野
村
は
、
村
高
に
対
し
て
給
地
の
占
め
る
割
 
 

合
が
高
い
村
で
あ
る
。
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
の
 
 

給
知
者
え
に
お
け
る
給
主
・
給
知
高
・
給
庄
屋
を
 
 

ま
と
め
た
も
の
が
表
4
2
1
5
で
あ
る
。
給
主
 
 

数
四
三
名
の
う
ち
、
新
し
く
熊
野
村
に
知
行
地
を
 
 

与
え
ら
れ
た
著
は
一
四
名
で
、
残
り
二
九
名
は
知
 
 

行
地
の
村
替
え
が
な
か
っ
た
（
「
居
り
」
と
衷
示
さ
れ
 
 

て
い
る
）
。
知
行
地
高
は
二
田
八
八
石
四
斗
三
升
 
 

二
合
で
、
村
高
の
九
七
二
二
％
を
占
め
て
お
り
、
 
 

明
知
高
は
七
〇
石
二
斗
一
升
八
合
に
し
か
す
ぎ
な
 
 

い
。
給
庄
屋
四
三
人
中
四
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
二
人
 
 

の
給
人
の
給
庄
屋
を
兼
任
し
て
い
る
。
但
し
、
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「
組
頭
勘
三
郎
世
話
」
と
「
勘
三
郎
」
と
が
同
一
人
物
か
ど
う
か
は
判
定
で
き
な
い
。
各
給
人
が
他
村
を
含
め
て
ど
れ
程
の
知
行
地
 
 

高
を
拝
領
し
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
熊
野
村
で
の
最
高
は
木
村
丹
波
の
二
五
石
六
斗
で
あ
り
、
最
低
は
薬
師
寺
与
一
の
四
 
 

二
石
で
あ
る
。
木
村
丹
波
は
文
政
七
年
以
来
、
渚
の
年
寄
と
い
う
要
職
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
薬
師
寺
与
一
は
天
保
二
年
か
ら
京
 
 

都
伏
見
の
御
屋
敷
番
を
勤
め
て
い
る
。
 
 

っ
た
。
し
か
し
、
給
人
が
収
納
で
き
た
の
は
年
貢
と
口
米
と
を
合
わ
せ
た
定
物
成
と
、
後
述
の
付
加
税
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
高
掛
 
 

物
や
小
物
成
は
全
て
藩
庫
に
納
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
年
貢
未
進
の
利
息
や
種
米
貸
の
利
息
は
徴
収
が
認
め
ら
れ
て
い
た
 
 

が
、
そ
の
利
率
は
原
則
と
し
て
藩
が
定
め
た
蔵
人
地
並
み
と
決
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
を
守
る
給
人
は
少
な
く
、
高
 
 

利
が
課
せ
ら
れ
る
例
が
多
か
っ
た
鯛
。
 
 
 

熊
野
村
の
年
貢
率
を
給
知
と
明
知
で
区
別
し
た
記
録
は
文
化
十
一
年
の
も
の
し
か
残
っ
て
い
な
い
（
前
掲
表
4
－
2
1
1
0
参
照
）
。
同
 
 

年
の
明
知
高
は
村
高
の
一
七
・
九
％
で
あ
り
、
給
知
高
は
八
二
二
％
で
あ
る
。
年
貢
率
ほ
明
知
方
が
四
六
・
九
％
で
あ
る
の
に
対
 
 

し
、
給
知
方
は
同
率
か
ら
四
六
％
ま
で
五
段
階
に
な
っ
て
い
る
。
給
知
方
で
は
最
高
率
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
石
高
が
、
給
知
高
全
体
 
 

の
三
八
二
二
％
で
し
か
な
く
、
最
低
率
を
課
せ
ら
れ
た
も
の
が
五
四
・
四
％
と
非
常
に
高
い
。
こ
の
年
の
み
を
と
っ
て
み
る
な
ら
 
 

ば
、
給
知
方
を
平
均
す
る
と
四
六
二
一
四
％
と
な
り
、
明
知
方
よ
り
年
貢
率
が
低
か
っ
た
。
給
知
方
百
姓
は
年
貢
納
入
先
が
給
人
と
 
 

い
う
個
人
で
あ
る
と
い
う
気
安
さ
の
た
め
か
、
な
に
か
と
口
実
を
も
う
け
て
年
貢
納
入
を
延
引
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
蒲
府
 
 

は
、
作
柄
の
様
子
・
不
作
の
原
因
や
状
況
・
年
貢
納
入
が
遅
れ
る
理
由
な
ど
を
給
人
に
申
し
出
る
場
合
に
は
、
そ
の
書
類
の
写
し
を
 
 

必
ず
割
庄
屋
へ
も
提
出
す
る
こ
と
を
命
じ
、
給
庄
屋
全
員
が
署
名
捺
印
し
た
請
書
を
出
さ
せ
て
い
る
。
 
 

第
二
節
 
地
方
支
配
と
放
民
の
負
担
 
 

給
知
支
配
 
 
各
給
人
は
自
分
の
知
行
地
に
対
す
る
年
貢
率
を
自
由
に
決
定
し
、
年
貢
を
収
納
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
た
め
、
 
 

初
期
に
は
同
一
村
内
で
明
知
方
よ
り
も
高
率
の
こ
と
が
多
く
、
ま
た
給
人
に
よ
っ
て
も
高
低
が
あ
る
の
が
普
通
で
あ
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第
四
章
 
近
 
 
 
世
 
 
 

給
人
は
新
し
い
知
行
地
を
与
え
ら
れ
る
と
、
そ
の
知
行
地
百
姓
に
対
し
独
自
の
給
人
法
を
布
達
し
て
支
配
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
 
 

治
安
の
維
持
や
耕
作
に
精
を
出
す
こ
と
な
ど
で
、
薄
の
法
令
と
同
じ
趣
旨
の
も
の
の
ほ
か
に
、
知
行
地
百
姓
の
負
担
に
関
す
る
も
の
 
 

が
含
ま
れ
て
い
た
。
供
米
・
焼
米
－
門
松
代
・
延
代
・
諸
祝
儀
や
話
者
物
た
ど
の
付
加
税
負
担
が
成
文
化
さ
れ
て
お
り
、
給
知
方
百
 
 

姓
の
方
が
明
知
方
よ
り
年
貢
以
外
の
負
担
が
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
は
、
給
人
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ
な
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
 
 

い
た
。
知
行
地
百
姓
を
い
た
わ
り
、
知
行
地
を
荒
廃
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
給
人
に
と
っ
て
最
大
の
義
務
で
あ
っ
た
。
も
 
 

さ
く
じ
．
ぎ
ま
い
 
し
荒
廃
し
た
場
合
に
は
、
給
人
の
責
任
に
お
い
て
建
直
し
を
図
ら
せ
て
い
る
。
不
作
の
年
に
は
作
食
米
を
貸
与
し
、
潅
漑
用
の
樋
 
 

か
す
が
い
 
 

木
・
釘
・
鍵
な
ど
の
調
達
や
大
工
賃
は
給
人
の
負
担
と
さ
れ
て
い
た
辞
描
写
た
び
た
び
河
川
の
氾
濫
に
見
舞
わ
れ
た
川
角
村
 
 

で
ほ
、
そ
の
都
度
作
食
米
の
貸
与
な
ど
の
救
怖
を
求
め
て
い
る
が
、
今
ま
で
の
貸
与
分
が
返
還
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
貸
 
 

付
額
が
値
切
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
 
 
 

地
方
知
行
制
は
前
述
の
よ
う
に
関
取
制
を
と
り
、
た
び
た
び
割
替
え
を
行
い
な
が
ら
続
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
閣
帳
が
か
な
り
厳
符
 
 

に
公
正
に
作
ら
れ
て
お
り
、
給
人
に
不
公
平
感
を
与
え
ず
、
ま
た
知
行
地
の
割
替
え
と
闇
取
制
に
よ
っ
て
、
給
人
と
知
行
地
百
姓
と
 
 

の
人
的
結
び
つ
き
を
防
止
す
る
役
割
を
も
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
給
人
に
知
行
地
支
配
の
棄
任
を
も
た
せ
る
こ
と
に
 
 

ょ
っ
て
、
農
民
相
互
を
分
裂
さ
せ
、
農
民
の
抵
抗
を
そ
ら
す
役
割
も
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
鯛
。
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